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告 示

茨城県告示第1084号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条第１項の規定により, 土浦市長から同市内の町の区域を次のとおり設

定する旨の届出があった｡

なお, この届出に係る町の区域の設定の効力は, 瀧田土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から生

ずるものである｡

平成11年10月７日

茨城県知事 橋 本 昌

滝田一丁目に設定する区域

大字大岩田字瀧田 287の１, 288の１, 289の１, 290の一部, 315の一部, 316, 317, 318の１, 318の２, 319, 319

の２, 320から324まで, 325から332までの各一部, 340の一部, 341の１の一部, 341の２, 342,

343, 344の１, 344の２, 345から365まで, 366の一部, 374の一部, 375の一部, 376から385ま

で, 385の２, 386から391まで, 392の１, 392の２, 393, 394の１, 394の２, 395の一部, 396
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の一部, 404の一部, 405, 406の１, 406の２, 407の１, 407の２, 408から411まで, 412の１

から412の４まで, 413の１から413の４まで, 414, 414の２, 415から422まで, 423の一部, 431

の２の一部, 431の４の一部, 432の１, 432の２の一部, 432の３の一部, 433から438まで, 439

の１から439の３まで, 440の１から440の５まで, 441の１, 441の２, 442, 443の１, 443の２,

444, 445から448までの各一部, 449の１, 449の２, 450から458まで, 458の２から458の４ま

で, 459から461まで, 462の１, 462の２, 463の１, 463の２, 464から466まで, 467の１, 467

の２, 468, 480

字新川 4791の５から4791の８まで, 4807の６から4807の８まで, 4832の３, 4832の４, 4845の４,

4845の５

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

※土地の地番は, 平成11年３月18日現在の登記簿による｡

滝田二丁目に設定する区域

大字大岩田字瀧田 273の２, 274の１, 274の３, 274の５から274の８まで, 275の１, 275の３, 275の４, 276の

１, 276の６, 276の11, 279の２, 279の６, 280の２, 280の６, 280の７, 281の１, 281の２,

281の８から281の10まで, 282の１, 282の６, 283の２, 283の４, 284の１, 284の３から284

の７まで, 285の２, 285の４, 285の５, 290の一部, 291から301まで, 302の１, 302の２,

303から314まで, 315の一部, 325から332までの各一部, 333から339まで, 340の一部, 341の

１の一部, 366の一部, 367から373まで, 374の一部, 375の一部, 395の一部, 396の一部, 397

から403まで, 404の一部, 423の一部, 424から426まで, 427の１から427の３まで, 428の１,

428の２, 429の１から429の４まで, 430の１から430の３まで, 431の１, 431の２の一部, 431

の３, 431の４の一部, 432の２の一部, 432の３の一部, 445から448までの各一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

※土地の地番は, 平成11年３月18日現在の登記簿による｡

茨城県告示第1085号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条第１項の規定により内原町長から土地改良事業に伴い, 同町内の字の

区域の一部を次のとおり変更する旨の届出があった｡

なお, この届出に係る字の区域の変更の効力は, 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第54条第４項の規定による

換地処分の公告のあった日の翌日から生ずるものである｡

平成11年10月７日

茨城県知事 橋 本 昌

大字五平字長町に変更する区域

大字五平字関田 429, 430, 432から442まで, 443の１, 444の１, 445の１, 445の３, 446の１, 446の３, 447の

１, 448の１, 449から453まで

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

大字五平字沖田に変更する区域

大字五平字川梅 508の１, 509の１, 510の１, 511から513まで, 514の１, 515の１, 516, 517の１, 517の３, 518

から529まで, 530の１, 530の２, 531の１, 531の２, 532の１, 534の１, 535の１, 536から558

まで, 559の１, 560の１

同 字前渕 646から692まで, 693の１, 694の１, 695の１, 696の１, 697の１, 698の１, 700の１, 701の１,
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702の１, 703の１, 704の１, 705の１

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

大字五平字柳町に変更する区域

大字五平字高橋 820から825まで, 827から830まで, 831の１, 831の２, 832の１, 832の２, 833の１, 833の２,

834, 835, 853から864まで, 869から875まで, 912の１, 912の３, 913の１, 913の３, 914の１,

925, 927の１, 960の１, 961, 1386の１

大字五平字石橋 826

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

茨城県告示第1086号

健康保険法 (大正11年法律第70号) 第43条の５第１項の規定により, 次の医師及び歯科医師並びに薬剤師を保険医

及び保険薬剤師に登録した｡

平成11年10月７日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1087号

茨城県農林漁業災害対策特別措置条例 (昭和42年茨城県条例第20号) 第２条第11号及び第３条第２項の規定により,

特別被害地域及び被害農業地域を次のとおり指定する｡

平成11年10月７日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 特別被害地域

該当なし

２ 被害農業地域

茨城県告示第1088号

漁船損害等補償法 (昭和27年法律第28号) 第112条の２第２項の規定による次の加入区に関する届出を審査した結

果, 同法第112条第１項の規定による同意があったと認めたので, 同法第112条の２第３項及び漁船損害等補償法施行

規則 (昭和27年農林省令第18号) 第26条の３の規定により告示する｡

平成11年10月７日

茨城県知事 橋 本 昌
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氏 名 記号番号 登録年月日

福 井 美由紀 茨薬 3652 平成11年９月17日

佐 藤 桂 子 茨薬 3653 平成11年９月20日

上 原 モ ト 茨薬 3654 平成11年９月21日

藤 井 順一朗 茨薬 3655 平成11年９月24日

矢 部 郁 子 茨薬 3656 平成11年９月24日

市 町 村 名 区 域

総 和 町 香取村・桜井村



茨城県告示第1089号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第89条の２第１項の規定により県営土地改良事業大須賀津地区 (全換地区)

に係る換地計画を定めたので, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成11年10月７日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

換地計画書の写し

２ 縦覧期間

平成11年10月８日から

平成11年11月８日まで

３ 縦覧の場所

美浦村役場

茨城県告示第1090号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成11年10月７日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成11年10月７日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県 道

２ 路 線 名 藤沢荒川沖線

３ 道路の区域

茨城県告示第1091号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成11年10月７日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成11年10月７日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 一般国道

２ 路 線 名 124号
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加 入 区 漁 業 協 同 組 合

美 浦 美 浦 村 漁 業 協 同 組 合

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

つくば市大字東岡字中向547番１地先から 旧
最大 6.7

最小 6.0
44

つくば市大字東岡字中向547番１地先まで 新
最大 10.0

最小 7.5
44 現 道 拡 幅



３ 道路の区域

(公 安 委 員 会)

茨城県公安委員会告示第41号

道路交通法施行令 (昭和30年政令第270号) 第13条第１項の規定により, 緊急自動車の指定及び取消しを行ったの

で公示する｡

平成11年10月７日

茨城県公安委員会委員長 篠 原 健 治

１ 緊急自動車の指定

２ 緊急自動車の指定取消し

公 告

●�介護支援専門員実務研修を行う者の指定
介護支援専門員に関する省令 (平成10年厚生省令第53号) 第１条の介護支援専門員実務研修を実施できる者として

下記の者を指定した｡

平成11年10月７日

茨城県知事 橋 本 昌

記
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

鹿島郡神栖町大字居切字砂屋敷
1568番２地先から 旧

最大 13.3

最小 6.6
1,266

鹿嶋市大字泉川字前中1090番７地先まで 新
最大 －

最小 －
－ 区 域 除 外

指定番号 自動車登録番号 車名・年式 用 途 所有者・使用者氏名

３６８２ 水戸800さ 1093 ダイハツ11年式 警 察 責 務 遂 行 用 茨 城 県 警 察 本 部

３６８３ 土浦800さ 1253 〃 〃 〃

指定番号 自動車登録番号 車名・年式 用 途 所有者・使用者氏名

１３３７ 水戸88す 1112 ニッサン55年式 公 益 応 急 作 業 用 日本原子力研究所
大 洗 研 究 所

名 称 住 所 及 び 電 話 番 号 指 定 日

社団法人 水戸市緑町３丁目５番35号 平成11年９月16日茨城県看護協会 (029) 221－6900

社会福祉法人 水戸市千波町1918番地 平成11年９月16日茨城県社会福祉協議会 (029) 244－4544



●�クリーニング師研修の指定
クリーニング師研修について, 次のとおりクリーニング業法 (昭和25年法律第207号) 第８条の２第１項の規定に

より指定する｡

平成11年10月７日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 主催者

東京都新宿区四谷４丁目３番地

財団法人全国環境衛生営業指導センター

理事長 柳 瀬 孝 吉

２ 会場の運営及び設営の窓口となる団体

水戸市三の丸１丁目４番50号

財団法人茨城県環境衛生営業指導センター

理事長 藤 田 積 善

電話 029 (225) 6603

３ 開催年月日及び場所� 平成11年11月４日 (木)

水戸市柵町１－３－１

茨城県水戸合同庁舎� 平成11年11月11日 (木)

土浦市真鍋５－17－16

茨城県土浦合同庁舎� 平成11年11月25日 (木)

下館市二木成615

茨城県下館合同庁舎

４ 受講料

5,000円
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